
⚠まずは、ご自身が対象者であるかをご確認ください！

①選考結果を確認してください

②支援区分を確認してください

・第Ⅰ区分
・第Ⅱ区分
・第Ⅲ区分
・第Ⅳ区分 私立理工農 授業料等減免のみ
・第Ⅰ区分（多子世帯）
・第Ⅱ区分（多子世帯）
・第Ⅲ区分（多子世帯）
・第Ⅳ区分（多子世帯）
・第Ⅰ区分（多子世帯）授業料等減免のみ
・第Ⅱ区分（多子世帯）授業料等減免のみ
・第Ⅲ区分（多子世帯）授業料等減免のみ
・第Ⅳ区分（多子世帯）授業料等減免のみ
・多子世帯 授業料等減免のみ

［工学部］
機械工学科 電気電子工学科
建築学科 都市環境学科

［情報科学部］
情報科学科

［未来デザイン学部］
メディアデザイン学科 人間社会学科

③入学する学部・学科を
確認してください

ココを見る

「候補者決定」と記載されている

「不採用」と記載されている

当てはまる

当てはまる

に当てはまる

当てはまる

前期授業料の
納入猶予の申請はできません。

各試験区分の入学手続期日までに、
入学金と授業料・その他の経費を
納入してください。

当てはまらない当てはまる

「高等教育の修学支援新制度」の対象者です。
前期授業料の納入猶予の申請ができます。

次のページに記載している手続の流れをよく確認して、
各試験区分の期日までに入学手続を完了してください。

令和8年度大学等奨学生採用候補者の選考結果によって、前期授業料の納入猶予の申請可否が異なります。
以下のフローに沿って、入学手続を進めてください。

当てはまらない


